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デート DV防止講座 

 

 

 

 

 

指標 単位 

基準値 目標値 

2018年度 

(平成30年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和12年度) 

地域リーダー研修・住民学習会等の参加人数 ★ 人 3,540 3,600 3,600 

フォーラム・市民講座・ＤＶ講演会の参加人数 ★ 人 888 900 900 

女性問題相談・女性専門相談の件数 ★ 件 93 100 100 

 

 

 

 

赤穂市人権教育・啓発基本計画 赤穂市男女共同参画プラン 

 

 

 

 

  

項目 主要な取組 

１ 啓発事業の実施 

◇人権啓発地域リーダー研修・人権啓発住民学習会への支援 

◇新たな感染症に関わる偏見や差別、ＳＮＳによる誹謗中傷等の

人権侵害を防止する啓発活動の実施 

◇男女共同参画フォーラム・男女共同参画市民講座・ＤＶ※１防止

講演会の開催 

◇女性のための働き方セミナーの内容の充実 

２ 相談事業の実施 ◇相談業務の継続実施 

関連個別計画 

施策の展開 

目標指標 

※１ＤＶ…Domestic Violenceの略語。配偶者や恋人などによって振るわれる暴力のこと。身体的暴力だけでなく、言葉の暴力や相手の存在を理由なく無

視するなど、心理的に苦痛を与えることも含んでいる。 

２０３０赤穂市総合計画 
基本計画  
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男女共同参画市民講座 西播磨人権のつどい 

人  歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくり 

（9）歴史や文化、スポーツを通じた市民が活躍できる地域コミュニティの構築 

㉔互いが尊重しあいすべての人が自分らしく 

生きることができる社会を実現する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お互いの人権を尊重し、市民一人ひとりがあらゆる分野で個性と能力を発揮し、お互いに支え

合うことのできる社会づくりを目指し、行政のみならず、赤穂市民主促進協議会内の各部会、赤

穂市女性団体懇話会、人権擁護委員とともに、人権・男女共同参画に関する施策を推進します。 

 

 

 

 

  

施策の方針 

◆あらゆる差別やいじめ、インターネットによる人権侵害を解消するための教育・啓発活動を推

進することが必要です。 

◆制度や慣行において、性別による固定的な役割分担意識の変化はみられますが、態度や行動

に現れる点において十分ではないため、さらなる啓発が必要です。 

◆性別に関係なく個性や能力を発揮できる環境づくりが求められています。 

 

現状と課題 


